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手順書作成の目的 

 
国有林の収穫調査業務の効率化ならびに計測データの有効活⽤を図るため、令和元年に国有

林野産物収穫調査規程準則が改正され、収穫調査においてオルソ画像、GPS、地上レーザスキ
ャナ等の機器が使⽤できるようになった。⼀⽅、森林管理局署が⾏う収穫⽤務で地上レーザス
キャナ（以下、地上レーザという）を活⽤・普及するためには、その性能・機能の利点を活か
して、収穫調査業務の効率化が図られるよう、収穫調査の実施⽅法を具体化する必要がある。 

そこで、収穫調査で求められる調査報告事項（収穫区域、林産物数量等の報告事項等）を満
たすように留意して、地上レーザ導⼊による収穫調査の実施⽅法や作業⼿順等について⼿引書
として取りまとめたものである。 

なお、各森林管理局で定める収穫調査規程等にも配慮する必要があるが、地上レーザ等で得
られるデジタルデータのメリットとして、データ処理や集計結果の出⼒等の⾃動化が考えられ
る。そうしたメリットを発揮させるためには、国有林野事業の統⼀様式の採⽤やデータ管理⽅
式の⾒直しなど、効率化に向けた検討も期待される。 

 
手順書の概要 

 

（１）地上レーザによる収穫調査の基本的考え方 

軽量可搬型の地上レーザ計測では、⽴⽊の位置や直径に加えて地形等の詳細な林内情報が
容易に得られるが、収穫調査で求められる樹種や品質区分の評価が現状では困難であり、樹
⾼も⼀般に過⼩傾向である。収穫調査で地上レーザを活⽤するためには、こうした特性を考
慮しつつ、地上レーザ計測のメリットを活かした調査⽅法が求められる。 

そこで本⼿順書では、図１に⽰すように、調査対象区域に標本ラインを設定し、その標本
ラインに沿って選⽊される標本木 40〜50 本程度について従来⽅法（輪尺及び測⾼器等）で、
樹種、品質区分、胸⾼直径、樹⾼を単⽊ごとに調査する標本木調査を実施することとした。
この標本⽊調査の結果を、地上レーザで計測するすべての胸⾼直径データに適⽤（樹種およ
び品質を按分）して、対象林分全体の樹種、品質区分、樹⾼、材積を算出するものである。 
 
（２）２通りの調査方法 

今回⼿順書を作成した地上レーザによる収穫調査は、標本レーザ調査と全木レーザ調査であ
る。その概要は以下のとおりである。 

◯従来の収穫調査 

標準地調査：調査区域内に標準地を設け、当該標準地内の⽴⽊材積等を調査して、⾯積
⽐例または本数⽐例によって調査区域内全体の材積等を算出する調査⽅法 

毎⽊調査：調査区域内の毎⽊について、単⽊調査を⾏って調査結果を集計する調査⽅法 

◯地上レーザによる収穫調査 

標本レーザ調査：調査区域内に標本ラインを設け、当該標本ラインに沿って選⽊した標
本⽊の単⽊調査を⾏うとともに、標本ライン上の⽴⽊のレーザ計測を⾏い、
⾯積⽐例によって調査区域全体の材積等を算出する調査⽅法（図１Ａ） 

全木レーザ調査：調査区域内の毎⽊をレーザ計測するとともに、標本ライン上で選⽊し
た標本⽊の単⽊調査結果を毎⽊データに反映させて、調査結果を集計する調
査⽅法（図１Ｂ） 

 



（３）地上レーザによる収穫調査手順の要点 

▪ 調査⽬的や林況等に応じて、標本レーザ調査または全⽊レーザ調査の選択を判断す
る。例えば、対象⾯積 1ha 以上などのように⾯積規模が⼤きい場合は標本レーザ調査
とするといった判断である。      【 5 参照】 

▪ 標本レーザ調査及び全⽊レーザ調査では両者とも、調査区域を代表する標本ライン

を設定する。     【2-1 参照】 

▪ 標本ラインに沿って標本⽊を 40〜50 本程度選⽊し、単⽊ごとに樹種、品質、胸⾼直
径、樹⾼を計測する標本木調査を⾏う。  【2-2,2-3,2-4 参照】 

▪ 標本レーザ調査（Ａ）は、標本ラインに沿って⾏う標本⽊調査と併せて、標本ライ
ンに沿ってジグザクに地上レーザ計測を⾏う。    【2-2 参照】 

▪ 全木レーザ調査（Ｂ）は、区域全域の⽴⽊についてレーザ計測を⾏うとともに、標
本ラインに沿って標本⽊調査を併⽤する。    【2-3 参照】 

▪ 地上レーザによる収穫調査の現地作業要員は、基本的に３⼈が想定される。ただし、
作業状況等に応じて柔軟に対応する。     【2-4 参照】 

▪ なお、標本⽊調査での取得データ（樹⾼、品質等）について、隣接類似林分の既存
データを活⽤できる場合は、標本⽊調査を省略することも考えられる。 【2-2 参照】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）手順書で取扱う内容 

 本⼿順書は、地上レーザ計測で実施する収穫調査の基本的な⼿法及び調査⼯程を整理したも
のである。地上レーザの特性やメリットを活かして、収穫調査で求められる計測データ及び林
分情報を適切に取得するための調査⼿順書であり、レーザ計測機器の違いによってその内容を
変更することなく活⽤可能な⼿順書とした。レーザ計測機器の操作⽅法については、メーカー
提供の操作マニュアル等によるものとする。 

レーザ計測装置の⼀般的な特性等を考慮して、森林におけるレーザ計測に際して留意すべき
事項、現地調査における⼯夫等、レーザ計測による収穫調査で参考となる事項について巻末資

料に整理した。森林調査の⽬的や林況等によって、従来の収穫調査⽅法と地上レーザによる収
穫調査⽅法等を柔軟に選択することも必要である。また地域の実情に応じた調査⼿順やその他
の留意すべき事項も想定される。したがって本⼿順書の内容は、逐次、追加・修正され、より
実際的な内容に改訂されることを期待する。 
  

A 標本レーザ調査 B 全木レーザ調査  

図１ 地上レーザ計測による収穫調査の基本パターン 
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１ 事前準備 
 

 
収穫調査業務を円滑に遂⾏するためには、調査対象地の現地確認は⾔うまでもなく、当

該業務に係る各種⼿続きや関係者との調整等、事前の準備や確認すべき事項があり、以下、
主な項⽬を参考までに例⽰した。 

国有林野の収穫調査では直営事業と委託事業があるが、特に委託事業にあっては、発注
者が事前の準備・確認を⾏った上で、必要事項を受注者に確実に伝達する必要がある。 

１−１ 調査内容の確認 
収穫調査対象林分について、伐採⽅法（皆伐、間伐、択伐、複層伐等）、伐区設定の有無

あるいは林況等によって、収穫調査内容の調整が必要となる場合がある。そのため、収穫調
査の内容および現地の状況等を事前に確認する。 
□ 調査区域の⽴⽊をすべて計測する全⽊レーザ調査での実施が適切か。 
□ ⼀部の⽴⽊を計測する標本レーザ調査が適切か。 
□ 調査区域や調査⽅法に、調整を要する事項が設定されていないか。 

１−２ 調査区域の情報収集と確認 

調査対象林分の状況を確認するため、基本図、地形図、航空写真、衛星画像等で周辺区域
を含めた、現地の状況、アクセス等をあらかじめ確認する。その他必要な区域情報を収集・
確認した上で、調査地の林況および周辺状況を直接現地で確認する。 

 
以下、収穫調査業務を実施する上で確認すべき事項を例⽰した。 

  調査対象地の情報に係る確認事項 
□ 現地へのアクセスに問題・⽀障はないか。 
□ 収穫調査対象林分として、区域・林況等を確認したか。 

  地上レーザ計測の可否判断に係る確認事項 
□ 下層植⽣や枝葉の繁茂状況など（巻末資料Ｂ参照）から判断して、 

地上レーザ計測が適⽤可能な林況であるか。 
□ 標本レーザ調査の対応は可能か 
□ 隣接類似林分等における既存データ（樹⾼曲線、品質区分）の活⽤は可能か。 

UAV 空撮による標本ライン設定に係る確認事項 
□  UAV 空撮のための標定点（緯度経度の座標値が設定されているポイント）の有
無、および対空標識の設置地点を複数箇所、確保できるか。 

□ UAV 空撮の⾶⾏計画に影響する調査区域の標⾼差はどの程度か。 
（航空法で UAV ⾶⾏⾼度 150m 未満に制限されている） 
□ 50m 以下、□ 100m 以下、□ 150m 未満、□ 150m 以上 

□ UAV ⾶⾏に⽀障を及ぼす施設等はないか。 
 （⾼圧送電線、無線局、⾼架構造物、⾼速鉄道等による電波障害等） 

その他確認事項 
□ UAV 機体が登録されているか。 
□ 調査⽤機材は点検されているか。 
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１−３ モバイル機器の活用 

 
 現地調査においては、調査区域の地図情報等オープンデータを参照するほか、GNSS
機器をはじめとするモバイル端末の積極的な活⽤が求められる。 

国有林の林⼩班界、国⼟地理院地形図、衛星画像、⺠有林施業計画図等をモバイル端
末にダウンロードして利⽤する⽅法がある。⼀⽅で地域によって利⽤可能な汎⽤アプリ
もあるので、利便性を考慮して、これらアプリケーションの適切な活⽤が求められる。 
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２ 現地調査 

２−１ 区域調査 

 
 

区域調査は対象区域を設定するための調査であり、周囲実測（周囲測量）、調査地の概況確
認、調査⽴⽊照合のための UAV 空撮・オルソ画像・⽴⽊位置図等の作成に必要であり、標本
⽊調査、標本レーザ調査、全⽊レーザ調査において基本的かつ必須の調査である。 
 

（１）区域の設定・空撮準備 

調査地の区域表⽰ではポケットコンパス、GNSS 等による周囲測量を⾏う。ただし、す
べての収測杭（周囲測量の測点）で地上レーザ計測可能な場合は周囲測量を省略できる。 
また、下記 UAV 空撮では、⽔平位置及び⾼度の基準となる点（標定点）が必要であり、
UAV ⾶⾏経路等を考慮して、林内４箇所以上に対空標識を設置する（図１）。 

 
（２）UAV 空撮によるオルソ画像の作成 

調査地の林況（⽴⽊粗密度、樹種混交等）、⽴⽊の位置と本数を把握するため、UAV によ
る空撮を⾏い（現地作業）、オルソ画像を作成する（室内作業）。 

参照：令和元年度リモートセンシング技術を活⽤した収穫調査の効率化⼿法検討委
託事業：UAV 立木調査マニュアル（簡易画像解析法） 

方法（UAV 空撮）：区域⾯積や標⾼差等を考慮して、⾶⾏⾼度やオーバーラップ率等の⾶
⾏計画を設定し、区域全体を空撮する。撮影画像の歪みや画質などが適切でない場合
は、⾶⾏⾼度やオーバーラップ率等を⾒直して改めて空撮する必要があるので、⾶⾏
計画の段階でこれらの設定を⼗分に検討しておく必要がある。 

方法（オルソ画像作成）：画像解析ソフト（Metashape®等）に UAV 空撮画像を取り込ん
でオルソ画像を作成する。オルソ画像には空間的な歪みが避けられないため、区域内
に設置した対空標識（または林内で選択した“標識⽊”）の緯度・経度を追加して、画
像解析ソフトを活⽤して画像を幾何補正し、オルソ画像を修正する。 

  （具体的な⽅法については上記の UAV ⽴⽊調査マニュアル参照） 
 
（３）簡易画像解析による立木位置図の作成 

オルソ画像をもとに、対象区域のすべての⽴⽊の樹頂点を抽出し、⽴⽊位置図を作成す
る。さらに、調査対象区域を 10m メッシュ化して、メッシュごとの⽴⽊本数をカウント
する。 

方法：GIS ソフト（QGIS 等）にオルソ画像を取り込み、PC のディスプレー上で⽬視に
より、⽴⽊の樹頂点をマウスでマーキングしてすべての⽴⽊の位置座標を取得する。
⼿作業ではあるが、1ha 程度であれば 30 分ほどで⽴⽊位置をマーキングできる。 

（具体的な⽅法については、上記の UAV ⽴⽊調査マニュアル参照） 

 
【効率化に向けて】画像解析ソフトによる樹頂点抽出作業の自動化 

オルソ画像から⽴⽊の樹頂点を⾃動抽出する画像解析⼿法はいくつか提案されている。
課題は抽出精度とアプリ操作性であるが、主伐期の針葉樹を解析対象として精度向上を
図り、アプリを樹頂点抽出に特化することで、解析作業の効率化が期待される。 
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区域の設定 

現地で収穫調査区域を確認し、区域表⽰や標柱（境界
標、標識杭）等を設置するほか、UAV ⾶⾏経路を考慮
して、林内の開けた複数箇所に対空標識（右図）を設置
する。対空標識の設置が困難な場合は、上空から容易に
識別可能な林冠⽊（標識⽴⽊）を選定し、対空標識の代
替となるよう、収測杭等から当該⽴⽊位置を測量する。 

すべて の 収 測杭で周囲測 量 （ポケッ トコンパス や
GNSS 等）を実施するとともに、対空標識についても収
測杭との位置関係を確定するように測量を⾏う。 
 
UAV 空撮によるオルソ画像の作成 

専⽤アプリケーション DJI GS Pro®により、地図
写真を参照しながら⾶⾏計画区域の設定、⾶⾏⾼度
やオーバーラップ率、サイドラップ率、カメラ設定
などの各種パラメータを設定する。 
調査対象地全域について、UAV 空撮を⾏う。 
 
 
 
 
 

上記空撮画像を取り込んで、画像解析ソフ
ト Metashape® (Agisoft 社製)等により、オル
ソ画像を作成する。 
 

オ ル ソ 画 像 を  GIS ソフト （ 具 体的に は
QGIS）に読み込み、対空標識や標識⽴⽊の必
要な座標を取得し、オルソ画像を幾何補正し
た上で、周囲測量結果と重ね合わせる。 
 
 
 
簡易画像解析による立木位置図の作成 

PC 上に表⽰したオルソ画像から、⽬視判読に
より、すべての⽴⽊の樹頂点を抽出して位置座標
を取得し、⽴⽊位置図を作成する。 
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図１ UAV 空撮のための対空標識  
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（４）林分粗密度マップの作成 

標本木調査における標本ラインを設定する判断材料として、立木位置図をもとに、林分
粗密度マップを作成する（図１）。 

 

方法：PC 上で、オルソ画像（立木位置図）の調査地を 10m メッシュで区分して、各メ
ッシュ内の⽴⽊本数密度を５段階程度に区分して（図１参照）、林分の込み具合を
階層化し、林分粗密度マップとする。さらに階層化した粗密度の出現頻度を算出し
て、調査区域全体の林分粗密度の判断基準とする。 

 
① 調査地全体を 10m メッシュ化し、本数密度で３〜５段階に階層化 
② 調査地全体で、階層ごとのメッシュ出現⽐率Ａを算出（図１右のヒストグラム） 
③ 階層の出現⽐率Ａとほぼ⼀致するように標本ラインを選定 

（下記 「（５）標本ラインの設定」 参照） 
 

参照：令和元年度 リモートセンシング技術を活⽤した収穫調査の効率化⼿法検討
委託事業：UAV ⽴⽊調査マニュアル（簡易画像解析法） 

 
 
（５）標本ラインの設定 

標本ラインを客観的な判断基準で選定するため、林分粗密度マップで算出した粗密度の
出現頻度（図１右）を基準とし、現地の地形や林況も考慮して、林分を代表すると⾒なせ
るルートを標本ライン（図２）とする。 

 

方法：標本ラインの具体的な設定⽅法は下記参照としたマニュアルに記載しているが、
設定⽅法の概要は以下①〜④のとおりである。 

① 林分全体の疎密度の出現割合（図１右のヒストグラム）および地形・林況を参考に
標本ラインを仮決めする。 

② 標本ラインはその始点と終点を収測杭とする。標本ラインに沿って帯状に 10m メ
ッシュ区分して、メッシュごとの粗密度の出現割合を算出する。 

③ 標本ライン上の粗密度の出現割合が、林分全体の出現割合とほぼ⼀致すれば、標本
ラインの候補とする。⼀致しない場合は、ラインの起点や⽅位を⾒直して、改めて
候補のラインを検討する。標本ラインの候補は複数選定しておく（図３）。 

④ 最終的な標本ラインの決定は、現地の林況等を確認して候補の中から決定する。 

参照：令和元年度リモートセンシング技術を活⽤した収穫調査の効率化⼿法検討
委託事業：UAV ⽴⽊調査マニュアル（簡易画像解析法） 

 
 
 
 
  

＊補足：林分粗密度マップについては、調査区域の周囲測量データと⽴⽊位置座標が与
えられれば、区域のメッシュ化と本数密度の階層化を⾃動処理することが可能
である（図４）。下記「標本ラインの設定」に係る計算処理と併せて、解析プロ
グラムを作成することにより、関連作業の効率化が図られる。 
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図１ 立木位置図から作成した林分粗密度マップ  

図３ 標本ライン設定のイメージ  
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２ 現地調査 

２−２ 標本レーザ調査 

 
 
（１）標本ラインの確認・計測 

２−１（５）で設定した標本ラインに沿って、その始点から終点まで、ジグザグにレーザ
計測を⾏って⽴⽊データを取得する（図１）。 

方法：標本ラインに沿ってレーザ計測を⾏えば、ラインを中⼼に帯状範囲（⽚側約 5m、
合計 10m 幅程度）の⽴⽊のデータ（⽴⽊位置、胸⾼直径等）が取得される。 
標本ラインを挟んで左右にジグザグに 10m 程度の間隔でレーザ計測する。 

なお、ササ・低⽊類の繁茂状況あるいは微地形等に応じて、当初想定の標本ライ
ンから多少ずれたとしても差し⽀えない。 

参照：巻末資料Ｂ「地上レーザによる現地計測での留意事項」等 
 
 
（２）標本木調査 

標本ラインに沿って 40〜50 本程度の⽴⽊を選定して標本木とし、すべてにナンバーテー
プを付し、樹種、品質区分、胸⾼直径、樹⾼を記録する。 

標本木の選木：標本⽊の選⽊に際しては、地形や⽴⽊の込み具合等を考慮するとともに、
標本ラインに沿って、⼀定本数間隔で選⽊するなど、恣意的とならないよう留意する。
また標本⽊データをもとに樹⾼曲線を作成するので、標本ライン付近で最⼤径級の⽴
⽊を含むよう留意する（図２）。 

参考：標本⽊ 40〜50 本を選⽊する⽬安は、標本ラインの⻑さを基準に、10m ごとの必要
本数を算出することが考えられる。例えば標本ラインが 100m であれば、10m ごとに
4〜5 本を選⽊するということになる。ただし、林況等に応じて現場の判断が必要で
あることは⾔うまでもないが、恣意的とならないよう機械的に選⽊するよう⼼がける。 

 
【解説】 標本木調査の必要性 

調査地における樹種別、品質別、径級別の⽴⽊本数及び材積を算出するための基本デ
ータであり、レーザ計測データに適⽤するための調査である。 
▪樹種や品質区分について現状ではレーザでの判別が困難であるため、40〜50 本程

度の標本⽊を計測してデータを補完する。 
▪レーザ計測では樹⾼が低く評価されるため、標本⽊調査データで樹⾼曲線を作成し、

レーザ計測の樹⾼を補正する。 
 
 

注意：調査対象地の隣接類似林分において、利⽤可能な樹⾼曲線や品質区分の既存
データがある場合は、それを標本⽊調査データとして襲⽤することも考えられる。 
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【 標本木調査の要点 】 

① オルソ画像及び⽴⽊位置図を参考に、⽴⽊配置が標準的となるよう、 
標本ライン（図１、⾚線）を設定する。 

② 標本ラインの起点と終点は収測杭に⼀致させる。 
③ 標本ラインは直線でなくても差し⽀えない。 

地形や⽴⽊配置等の林況に応じて、曲線にしてもよい。 
④ 標本ラインに沿って、標本⽊を抽出する（40〜50 本程度）。 
  標本⽊にナンバーテープを付し、樹種、品質、胸⾼直径、樹⾼を記録する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 始点と終点を収測杭で

結んだ標本ライン  

標本⽊の選⽊にあたっては、可能な限り、
最⼤径級の⽴⽊を含めるよう留意する。 
 
また可能であれば、図２のように、直径と
樹⾼の⼤雑把なグラフをメモ帳等に描いて
いけば、樹⾼曲線の作成に必要なデータの
計測漏れを防ぐことができる。 

直径

樹⾼

最大径級  

図２ 標本木調査における樹高計測 

①

②

③

④

⑤ ⑥

⑦

⑧⑨
収測

標本ライン
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２ 現地調査 

２−３ 全木レーザ調査 

 
調査地の⾯積規模が⽐較的⼩さい場合などは、全⽊レーザ調査を⾏うことができる。 

 
（１）レーザ計測の予定ルートの事前確認 

区域全体を漏れなくレーザ計測する。そのため、移動・計測する予定ルートを事前に図
⾯等に記載しておけば（図 1、図２の赤線）、現地でスムーズな計測ができる。 

方法：オルソ画像の⽴⽊位置図、地形や林況等を考慮し、尾根や⾕など、計測ルートの折
返し点になり得る箇所にも配慮して、おおよその計測予定ルートを作成しておく。な
お、レーザスキャンする際の移動間隔等は、レーザ計測装置の操作マニュアルによる。 

参照：レーザ計測装置「操作マニュアル」等 
 

【注意１】 レーザ計測予定ルートを確認する際の留意点 

区域全体をレーザ計測する前に、あらかじめ現地を確認して、おおよその計測予定
ルートを想定しておく。その際、対象区域内の地形（尾根・沢・窪地）、作業道の有
無、斜⾯傾斜、斜⾯⽅位等を考慮して、区域全体を折り返しながらレーザ計測しやす
い箇所を⾒定めておく。 

 
 
（２）区域全体のレーザ計測 

事前に想定したレーザ計測ルートにしたがって、調査対象区域の全体をレーザ計測する。
なお、すべての収測杭の真上でレーザ計測が可能であれば、そのデータをもって周囲測
量に代えられる。その際、収測杭とレーザ計測番号を野帳に記録しておく。 

方法：レーザ計測装置の操作⽅法は、各装置の操作マニュアルに従う。林内では、灌⽊・
ササ・つる類の繁茂、⽴⽊との間隔、地形の段差等に留意しながら、レーザ計測地点
を判断する必要がある。計測間隔は約 10m を⽬安とするが、林況に応じて短い間隔
でのレーザ計測が必要である。 

参照：巻末資料「地上レーザによる現地計測での留意事項」等 
 

【注意２】 スキャン地点と収測杭等との位置関係 

レーザ計測作業をしながらではあるが、ひとつひとつのスキャン地点と収測杭など
との位置関係について、概略で差し⽀えないので、調査ノート等にメモを残してお
くこと。調査区域の概略図を⽤意しておいて、スキャンするたびに図⾯上に書き込
んで置くことも有効である。 
レーザ計測の終了後、あるいはデータ解析処理した後に、スキャン地点の追加が必
要になった場合に、レーザ計測ルートのメモがあれば、追加計測場所の確認が容易
である。 
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（３）標本木調査 

標本ラインに沿って選定した 40〜50 本程度の標本⽊にナンバーテープを付し、樹種、胸
⾼直径、樹⾼、品質区分を記録する（本⽂参照）。 

方法：標本⽊の選⽊に際しては、地形や⽴⽊の込み具合等を考慮するとともに、ライン
上の⽴⽊を⼀定本数間隔で選⽊するなど、恣意的とならないよう留意する。また可能
な限り、最⼤径級の⽴⽊を含むよう留意する（図２）。 

参照：本⽂２−２（２）標本⽊調査 
 
（４）標本ラインでのレーザ計測 

２−１（５）で設定した標本ライン（あるいはその近傍）でのレーザ計測データが必要で
あるが、上記２−３（２）で実施する区域全体のレーザ計測において、図１に⽰すように、
標本ライン及びその近傍で必要なレーザ計測が終了している場合はこれを省略できる。 

区域全体のレーザ計測を実施する前に、標本ラインに沿ってメートル縄等を伸ばしてお
くなど標本ラインの⽬印を配置しておけば、標本ラインの近傍での確実なレーザ計測が
可能である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図１ 全木レーザ計測におけるレーザ計測  
ルート及び標本ラインの設定  

 
外周の丸数字は収測点番号である。この例

では、レーザ計測ルート（⾚線）の始点を収
測①、終点を収測⑧付近としている。また標
本ライン（⻘線）は収測点②と⑥を結ぶ区間
である。 
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図２ レーザ計測ルート（赤線）  
 
⽐較的平坦な林地であれば、図のように、
ほぼ規則的に、計測ルートを折り返しな
がら全体を⾒通して計測が可能である。 

①

②

③

④

⑤ ⑥

⑦

⑧⑨
収測

標本ライン

全⽊レーザ計測では、林地全体のレーザ計測
が⾏われるので、標本ラインに沿ったレーザ
計測を改めて実施する必要はない。 
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２ 現地調査 

２−４ 参考：標本レーザ調査の実際 
 

地上レーザによる収穫調査における、作業分担や⼈員配置等の調査体制は、現地の状況
に応じて編成されるものであるが、ここでは参考までに、調査員３名を基本とする調査体
制で、標本レーザ調査を⾏う⼿順を例⽰した。 

 
 
■ 調査員の分担・配置 

往路（標本ラインの始点から終点） 
調査員Ａ ：野帳記録、標本ライン通過点へのマーキング（メートル縄等） 
調査員Ｂ ：選⽊、ナンバーテープ、直径計測、樹種判別、品質区分 
調査員Ｃ ：樹⾼計測 

復路（標本ラインの終点から始点） 
調査員Ａ ：地上レーザ計測 
調査員ＢおよびＣ ：レーザ計測で⽀障となる灌⽊の除去作業等 

 
■ 調査手順 

標本レーザ計測では、標本⽊選定、標本⽊調査、地上レーザ計測を⾏う必要があるが、
現地作業の役割分担および作業効率を考慮すると、以下のように、標本ラインに沿って往
路と復路で、作業を進めるのがスムーズと考えられる。 

 
（１）標本木調査（往路：始点から終点へ） 

①調査員３名で、標本ラインの始点から終点に向けて標本⽊調査を⾏う。 

②標本ラインに沿って、標本⽊ 40〜50 本を選⽊していく。 

③選⽊しながら、標本⽊調査（樹種判別、品質区分、胸⾼直径、樹⾼）を⾏う。 

④標本⽊調査の際に、標本ライン始点から終点までの通過点に、テープ等（メートル縄な
ど）を林地に這わせておけば、復路での地上レーザ計測の⽬印として有効である。 

  ・標本ラインの通過点にマーキング、野帳記録（調査員Ａ） 
・標本⽊の選⽊、ナンバーテープ、樹種判別、品質区分、直径計測（調査員Ｂ） 

  ・標本⽊の樹⾼計測（調査員Ｃ） 
 
（２）地上レーザ計測（復路：終点から始点へ戻る） 

調査員３名による標本⽊調査が終了した後、終点を折り返して地上レーザ計測を開始す
る。１名がレーザ計測を⾏い、残り２名はレーザ計測の⽀障となる灌⽊の除去等の補助作
業を⾏う。 

  ・地上レーザ計測（調査員Ａ）：標本ライン上のマーキングを⽬印として計測 
  ・灌⽊類除去（調査員Ｂ）：先導して、レーザ計測の⽀障となる灌⽊類を除去 
  ・反射テープ装着（調査員Ｃ）：樹種判別等のため、必要に応じて反射テープの装着 
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標本レーザ調査の進め方 

【往路】 標本ラインに沿って、調査員Ａ〜Ｃの３名体制で、 
標本⽊の選定・ナンバー貼付、標本⽊調査を実施する。 

【復路】 標本ラインを折り返して、地上レーザ計測を実施する。 
補助者２名は必要に応じて、灌⽊除去、反射テープ装着等を⾏う。 

標本⽊調査 
・標本⽊の選⽊ 
・樹種判別、品質区分 
・胸⾼直径、樹⾼ 

往路 ・標本ラインのレーザ計測 
・灌⽊除去等 

復路 

収測杭
（始点）

収測杭
（終点）

ジグザグ
にレーザ

計測

OWL

OWL

地上レーザ計測

標本ライン確認

標 本 ⽊ 調 査 選⽊ 40〜50本（ナンバーテープ、反射テープ（必要あれば））
⽴⽊計測（樹種、直径、樹⾼、品質区分）

収測杭（始点） 収測杭（終点）⽅位確認
（進⾏⽅向）

OWL ➡ 約10m間隔で、ジグザグに計測

重要 始点と終点の収測杭で、必ずレーザ計測しておく

・ジ
グザ
グに
レー
ザ計
測

・ア
プリ
で区
域設
定

【補足説明】ジグザグに計測する理由 

標本ラインといっても 10m 幅程度の帯状の範囲
の⽴⽊をレーザ計測することになる。 

レーザ計測での直径精度を確保するためには、で
きるだけ多⽅⾯から樹幹にレーザが照射されるこ
とが望ましく、左図のようにジグザグにレーザ計測
する。 

【重要】標本区域の設定 

レーザ計測した範囲（幅 10m 程度の帯状範囲、左図の⾚枠）を
「標本区域」として、アプリ OWLManager で設定する。 
これは、調査対象区域と標本区域の⾯積⽐を「拡大係数」とする。 
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２ 現地調査 

２−５ 参考：地上レーザ計測導入可能な林況等 
 

収穫調査の対象林分として様々な林況がある中で、収穫調査業務に地上レーザ計測を
すべての場合に導⼊できるものではない。付属資料にも列挙しているが、レーザ計測の
特性として、胸⾼直径や樹⾼を計測しにくい場⾯がある。⼀⽅で、同じ林分の中でも、
レーザ計測が容易な場所と困難な場所がモザイク的に混在しているのが森林の実態で
ある。つまり、現地調査にあたっては、調査⽅法を複数の選択肢から選択できるように
するとともに、地上レーザ計測を実施できると判断した林分であっても、部分的には計
測しづらい箇所があり、そうした場所では何らかの⼯夫をすることが必要である。 

 
■ 地上レーザ導入の判断材料 

 収穫調査における地上レーザ導⼊の可否については、必ずしも単純ではないが、レーザ計測
の特性を⼗分に理解した上で、調査対象林分の全体的な林況をもとに判断することになる。 
⼀般的な判断材料としては、以下の視点が考えられる。 

・対象林地全体が過密林分ではないか（ha あたり 2000 本程度以上） 

・対象林地全体が低密度で⽴⽊間隔が広くないか（ha あたり 200 本程度以下） 

・下層植⽣や灌⽊の繁茂状況（レーザが遮蔽される⾼さに、更新稚樹やシダ・ササが
密⽣していないか） 

・枝下⾼が極端に低い林分ではないか（3m 程度以下に枝が多いとレーザが遮蔽される） 

・天然更新が主体の林分ではないか（中下層に更新⽊が多くないか） 

・広葉樹の混⽣割合が⾼くないか（⾼価値材が多ければ品質判定が必要） 

・林地全体が急勾配ではないか（計測作業そのものの困難さ、無⽴⽊箇所が多い恐れ） 
 

以下に⽰す写真は、地上レーザ計測が難しい典型的な事例であるが、こうした箇所が林
内の⼀部なのであれば、こうした箇所を避けて、レーザ計測を⾏うことも可能である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

列状間伐の列間植生 林縁部分の植生 
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■ 標本レーザ計測の可能性 

針葉樹⼈⼯林などで、レーザ計測が容易な箇所と困難な箇所がモザイク的に混在している林
分であったとしても、調査区域の適切な場所に標本ラインを設定する「標本レーザ調査」が可
能な場合があり、林況全体を俯瞰して判断することも必要である。 
 
■ 地上レーザ計測の理解と計測スキル 

地上レーザ計測では、林況に応じた計測間隔や計測経路を臨機応変に⼯夫することも必要で
ある。そうした⼯夫をするためには、地上レーザ計測の特性等を⼗分に理解しておくことが不
可⽋である。その上で、収穫調査を地上レーザで適切に実施可能かどうか、計測者等の林況判
断や計測スキルを踏まえて、適切な判断がなされるものと考えられる。 
  

立木間隔が広い 尾根付近の灌木類 

風倒木による林冠ギャップ ササ・灌木類の繁茂 

疎林のため下層植生が繁茂 択伐天然更新地 
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３ 地上レーザ計測のデータ処理 

 地上レーザによる計測データは、使⽤する計測装置およびその専⽤アプリで処理され、
csv 形式でレーザ計測データが出⼒される。以下は、標本⽊調査で得られた樹種別品質
別データ等を集計して、レーザ計測データ（特に胸⾼直径データ）に適⽤して、収穫調
査報告の様式に集計・出⼒するプロセスの説明である。 

 
（１）標本木調査データの集計 

標本⽊調査データにより、胸⾼直径と樹⾼データから樹⾼曲線を作成する。さらに
樹種および品質区分ごとの径級別⽴⽊本数および出現確率を算出する。 

方法：標本⽊調査データの集計処理⽅法等を組み込んだ Excel ファイルに、これらデー
タを⼊⼒して（コピー＆ペイスト）、樹⾼曲線、単⽊材積、径級別⽴⽊本数を⼀括し
て算出する。なお、樹⾼曲線については解析処理の利便性から指数関数式で近似す
る。地上レーザで計測される単⽊ごとの胸⾼直径に、樹⾼曲線式を適⽤することによ
り、樹⾼および幹材積を算出する。 

 
（２）樹高曲線による樹高補正 

上記（１）で樹⾼曲線を作成する理由は、地上レーザによる樹⾼計測値が⼀般に低く
評価される傾向があるため、標本⽊調査データで作成される樹⾼曲線によって、す
べての⽴⽊の樹⾼を補正するためである（図１）。 

方法：レーザ計測装置によっては、実測データを⼊⼒することで、⾃動的に樹⾼が補正
されるものもあるが、そういう機能を持たない装置にも適⽤できるよう、Excel 等の
表計算ソフトで樹⾼曲線を近似して、標本⽊の樹⾼データを補正する。標本⽊調査で
実測した胸⾼直径と樹⾼のデータセットを樹⾼曲線で近似し、レーザ調査で計測さ
れたすべての⽴⽊の胸⾼直径に適⽤して樹⾼および幹材積を算出する。 

 
（３）レーザ計測データの集計・立木本数等算出 

標本⽊調査を集計して得られる径級別⽴⽊本数（図２）から⽴⽊出現確率を算出し、
レーザ計測で得られる径級別⽴⽊本数（図３）に乗じて、調査区域全体の樹種別本
数、径級別⽴⽊本数、径級別品質区分本数等を集計する（図４）。 

調査区域全体の⽴⽊については、標本ラインにおける樹種別・品質別・径級別⽴⽊本
数に対して、拡⼤係数（=調査区域⾯積／標本区域⾯積）を乗じて算出する。 

備考：この集計作業にあたっては、計測データの読込み、計算処理を含むフォーマット
を統⼀することにより、⼀連のデータ処理作業の効率化が図られる。 

参照：令和２年度 地上型 3D レーザスキャナを活⽤した収穫調査実証等委託事業 
報告書 

 
（４）調査区域の３次元点群画像および地形データ等 

調査区域全体の３次元点群画像については、計測装置によって動画または静⽌画で
提供されるが、地形情報として等⾼線の表⽰も得られるので、収穫調査結果報告と
して適当な画像をコピー・保存する。 	

参照：使⽤するレーザ計測装置に付属する「操作マニュアル」 
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図２ 標本木調査の集計結果 
樹種ごとに品質別径級別⽴⽊本数を集計する。 
この集計結果をもとに、樹種・品質ごとの出現
確率を算出して、標本ラインのレーザ計測結果
（図３）に乗じる。 

0
1
2
3
4
5
6
7

10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78

スギ
標本木 径級別本数（移動平均） 

⽴
⽊

本
数

(本
) 

径級(cm) 

一般材 低質材 

0

5

10

15

20

25

30

10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78

径級別本数

⽴
⽊

本
数

(本
) 

径級(cm) 

標本ラインのレーザ計測 径級別本数 

図３ 標本ラインでのレーザ計測に

よる径級別立木本数 
レーザ計測では、樹種と品質は判別せず、 

胸⾼直径データのみを扱う。 

標本木調査 

（樹種別品質別の径級別出現確率） 
レーザ調査 

（標本ライン内の⽴⽊の胸⾼直径） 
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図１ 標本木調査データで 

得られる樹高曲線（赤線） 
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図４ レーザ計測された標本ライン上の 

全立木の品質区分別径級別立木本数 
 

図２と図３の結果を掛け合わせて、樹種別・
品質別・径級別の⽴⽊本数を得る。 

さらに、調査区域と標本区域の⾯積⽐（拡⼤
係数）を乗じて、調査区域全体の収穫調査結
果を得る。 
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４ 収穫調査復命書等の作成 

 
 地上レーザを収穫調査に導⼊することによって、使⽤機材はもちろん、現地調査⽅法
や取得データ等は異なるが、収穫調査報告で求められる基本的事項は満たす必要がある。
また各森林管理局の収穫調査規程でも報告様式が異なるものがある。本⼿順書では、針
葉樹⼈⼯林等を対象とした収穫調査報告の基本的事項を満たすように報告様式を想定し、
地上レーザ計測および標本⽊調査を集約する様式とした。 

 
 
（１）収穫調査の一般的な報告事項 

報告事項としては以下のとおりであるが、それぞれの内容（集計の基準や⽅法等）は森林
管理局署が定めている。なお、⑤〜⑦に関して、収穫調査規程によっては、森林管理署⻑等
の判断で省略できるとされている。 

① 収穫区域の位置 
② 収穫区域の⾯積 
③ 林産物の種類及び品質 
④ 林産物の数量 
⑤ 林産物の搬出に関する事項 
⑥ 跡地更新に関する事項 
⑦ その他 必要事項 

 
 
（２）本手順書で設定した報告様式 

収穫調査報告で求められる基本的事項①〜④に必要な共通様式として、計測データ（野帳
に相当）、材積計算、樹種・品質ごとの集計表、それらをベースにした総括表を作成する。 

第１表（総括表）調査地および調査結果の総括 

第２表（集計表）樹材種別⽴⽊⼀覧 

第３表（標本⽊調査）⽴⽊計測データ⼀覧 

第４表（地上レーザ計測）⽴⽊計測データ⼀覧 

第５表（樹⾼曲線及び材積計算書）樹種別の樹⾼曲線および材積⼀覧 

第６表（樹材種表）標本⽊調査による樹種別 品質別 ⽴⽊出現割合 

第７表（周囲測量計算書） 

 

なお、計測データを計算・整理する共通計算様式を Excel マクロプログラム等で整えてお
けば、プログラム計算で必要な集計作業を完結させることができ、収穫調査に係る内業を効
率的に⾏うことができる。 
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（参考）収穫調査復命書の様式集 

 
第１表（総括表）調査地および調査結果の総括 
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第２表（集計表）樹材種別立木一覧 

 
樹種別・品質別に、径級別の⽴⽊本数および材積の⼀覧表を出⼒する。 
必要があれば、下記のように径級別本数のヒストグラムを表⽰する。 
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第３表（標本木調査）立木計測データ一覧 

 
標本⽊調査のデータ（野帳）⼀覧である。 
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第４表（地上レーザ計測）立木計測データ一覧 
 
標本レーザ調査、全⽊レーザ調査にかかわらず、地上レーザ計測で得られた⽴⽊データ（胸⾼
直径および⽴⽊位置座標）の⼀覧である。 
参考までに、樹種名の記載も⼀覧には残しているが、データ解析に際して、樹種（品質につい
ても）の情報は使⽤しない。 
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第５表 （樹高曲線及び材積計算書）樹種別の樹高曲線および材積一覧 

 
・標本⽊調査による胸⾼直径と樹⾼から、樹種別の樹⾼曲線を近似した結果が左表である。樹

種は３種まで⾃動的に近似計算を⾏う。左表では、スギとヒノキについて近似している。 
 樹⾼曲線のグラフが階段状になっているのは、樹⾼をメートル括約としたためである。 

・右表は、樹⾼曲線で使⽤した胸⾼直径と樹⾼（左表）のデータを、樹種ごとの幹材積表に適
⽤して得た単⽊材積⼀覧である。 
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第６表（樹材種表）標本木調査による樹種別 品質別 立木出現割合 
 
標本⽊調査結果から、樹種別、品質別に、 
本表および下図に⽰すように、径級別の 
⽴⽊出現確率（0〜1）が算出される。 
これは、レーザ計測された⽴⽊について、 
樹種と品質に振り分ける根拠となる。 
 
なお、選⽊される標本⽊は 40〜50 本程度
であり、算出される径級別本数が離散的と
なるため、径級に対して移動平均した⽴⽊
本数により、出現確率を算出することとし
た。 
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第７表（周囲測量計算書） 

 
周囲測量データを下表左側にコピー＆ペイストすれば、閉合差を補正した測量結果を算出し、
実測図が表⽰される。 
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５ 収穫調査の効率化に向けた検討 

 
本⼿順書では、区域設定から⽴⽊調査に⾄る⼀連の調査項⽬についてすべて解説している。

しかしながら、収穫調査の実施にあたっては、これらすべての調査項⽬を実施することが前提
ではなく、調査地の林況や調査⽬的に応じて、UAV 空撮やオルソ画像作成等を適宜省略するこ
とが可能と考えられる。また地上レーザ計測で必須としている標本⽊調査についても、調査対
象地の近接林分あるいは類似林分において、活⽤可能な樹⾼や品質のデータがあれば、それら
を襲⽤するといった⼯夫も考えられる。 

収穫調査対象地の状況等に応じて、調査⼿法や⼿順を柔軟に選択・組み合わせる判断が必要
であり、収穫調査業務を効率的に実施されることが期待される。 
 

以下、調査林分の状況等に応じた調査項⽬の組み合わせについて、典型的な事例を⽰す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（例２）１ha 未満の⼈⼯林 → 全⽊レーザ調査 
 ①事前調査   既存の空中写真等で概況を把握  
 ②⽴⽊調査   区域の表⽰ 

地上レーザ計測により区域測量＋全⽊調査を同時に実施 
標本⽊調査（樹種判別、品質区分、胸⾼直径、樹⾼） 

 ③集 計   ②の調査結果を集計 

（例１）３〜５ha の⼈⼯林 → UAV 空撮＋標本レーザ調査 
 ①事前調査  UAV 空撮、区域の表⽰・測量 
            オルソ画像から樹頂点を抽出、標本ライン（標準地）を設定 
 ②⽴⽊調査  現地で標本ライン（標準地）上を地上レーザ計測  
           標本⽊調査（樹種判別、品質区分、胸⾼直径、樹⾼） 
 ③集 計   ②の調査結果を区域全体に拡⼤（本数 or ⾯積拡⼤） 

（例３）レーザの⾒通しがきかない⼈⼯林 → UAV 空撮＋標準地調査（従来法） 
 ①事前調査  UAV 空撮、区域の表⽰・測量 
            オルソ画像から樹頂点を抽出、標準地を設定 
 ②⽴⽊調査  標準地の区域設定、測量 
            標準地内の⽴⽊調査（樹⾼、品質含む） 
 ③集 計   ②の調査結果を区域全体に拡⼤（⾯積拡⼤等） 
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巻末資料 

 
 
巻末資料Ａ モバイル機器の活用 
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巻末資料Ｂ 地上レーザによる現地計測での留意事項 

 
収穫調査の対象となる森林は、樹種構成、地形、⽣育経過など、その状況は様々であり、ま

た計測する際の環境条件・気象条件も異なる。森林計測ではその時点で臨機応変に判断・⼯夫
することも必要であり、地上レーザ計測でも同様である。地上レーザ計測における⼀般的な留
意事項について列挙する。 
 
（１）樹種や枯損木の判別 

現状ではレーザ計測で、樹⽪や枝ぶりなどを定量的に分析して、樹種を識別したり、枯損・
腐れ等の⽋点を認識させることはできない。３次元点群画像を動画で確認すれば、枝葉の状
況からスギ、ヒノキ、カラマツなど典型的な樹種についてはある程度視覚的に判断できる場
合もあるが、⼈間の⽬で⾒ても識別しがたい場合があり、レーザ計測で⾃動判別するのは困
難である。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計測限界 

・地上レーザでは樹⾼が低く計測される傾向があるが、孤⽴⽊のように樹頂点が明確に⾒通
せる場合であっても、レーザセンサの規格により、樹⾼が 30m 前後よりも⾼くなると、レ
ーザの到達限界あるいは枝葉等の遮蔽により正確な計測はできない。 

・胸⾼直径 100cm を超えるような⼤径⽊の胸⾼直径については、計測装置の仕様、あるいは
演算アルゴリズムにもよるが、計測精度の関係から注意した⽅がよい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・レーザ到達限界距離の関係もあるが、⽴⽊間隔が離れている極端な疎林状態や⼤きな林
冠ギャップなどでは、レーザデータを結合処理するための⼗分な点群データが得られな
い場合があり、注意が必要である。 

・疎林とは逆に、⽴⽊が密⽣している場合や枝下⾼が低く、幹・枝・葉によってレーザが
遮られるような場合は、⽴⽊そのものの識別が困難で計測できなくなる。枝下⾼が低
く、レーザセンサ⾃体に枝葉が覆いかぶさるような場合は計測できない。 

 

（３）下層植生等 

下層植⽣や枝葉の繁茂が著しい以下のような場合には、計測できないことがある。 
 ・枝下⾼が概ね 2〜3m 以下の若齢林 
 ・灌⽊や低層⽊が密⽣している林分 
 ・腰から胸付近までシダや笹が密⽣している林分 

樹⾼ 30m 以上、⽴⽊本数が
少ない、胸⾼直径 80cm 以上
の⼤径⽊や根上 がり⽊等の
計測は注意する。 

ヒノキとスギの樹皮の状態 

地上レーザでは、樹⽪の凹凸や滑らか
さ 等 、微細 な 状態を識別で き な い た
め、樹種の識別は現状では難しい。 
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（４）林縁付近やギャップ内 

林縁付近や林冠ギャップ内では、林内に灌⽊や下層⽊が密⽣していたり、主要な⽴⽊その
ものの本数が少ないため、計測して得られるスキャンデータの解析処理ができないことがあ
る。調査区域にこのような場所がある場合は、そこを避けるように計測地点をずらすことで
計測できる場合がある。どういった場合に計測地点をずらせばよいか、などの適切な対応は
現地計測の経験を積むことが⼤切である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）渓流域での計測 

⽔⾯ではレーザが乱反射するため⽔⾯が検出できないため、河畔林等のように⽔際に⽣育
する樹⽊については計測困難と考えられる。 

 

（６）天候による計測の可否 

 空中に微粒⼦が浮遊している状態では、レーザが乱反射または吸収されるため、レーザ反
射光の検出が難しくなる。そのため、霧が発⽣した場合、計測はできない。経験的には、⽐
較的うっすらとした程度の霧でも、計測できない場合がある。 
⾬や雪の場合は（⼤⾬や⼤雪は計測経験なし）、レーザの反射量そのものが若⼲減少すると

思われるが、計測そのものは可能であるが望ましくはない。どうしても計測せざるを得ない
場合は、計測装置本体およびバッテリ周りが濡れないようにすること、レーザセンサ部の⽔
滴を頻繁に拭き取るなど注意する必要がある。 
 
  

倒⽊による林冠ギャップや林縁付近
で、⽴⽊が少なく、灌⽊が多いと計
測できないことがある。 

林床にササが密⽣している場合は、レー
ザが遮られ、地⾯や胸⾼位置が判定でき
ないため、計測できないことがある。 

灌⽊などの低層⽊やシダ・ササが密
⽣している場合、レーザーが遮られ
計測できないことがある。 
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巻末資料Ｃ 地上レーザ計測による森林調査での工夫 

 
（１） 区域を分割した場合は、分割区域の連結 

 計測⾯積が広くなるとレーザ計測の地点数や計測データ量が多くなるため、データ解析処理
の所要時間が⻑くなるほか、⾼スペック PC も必要になる。 
 PC によるデータ解析に懸念がある場合は、広い調査区域を⼀度に計測するのではなく、適
宜分割することも推奨される。調査区域⾯積やレーザ計測装置の使⽤頻度等も考慮すれば、複
数台を導⼊して計測するほうが、現地計測がスムーズになる可能性もある。その場合、機材ご
との計測担当区域を事前に分担するなどの⼯夫が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 反射テープの活用 

 使⽤機材の特性にもよるが、再帰反射テープ（写真）を認識する
レーザ計測装置もある。疎林や開放地等では、⽴⽊間の距離が遠い
ためレーザデータが結合できない場合がある。そのような場合は、
反射材を⽊杭や⽴⽊等に巻いて、適宜、林内に配置（数 m 間隔）し
ておくことで、データ結合が可能である。また、林道や⼟場等の無
⽴⽊地でも、反射材を活⽤することで、区域測量や地形測量が可能
である。 
 
 
 
  

状況により調査区域を分割 

調 査 区 域 が広い場合は 林況や 地 形
を考慮して、レーザ計測の範囲を分
割した⽅が、作業は効率的である。 

写真 
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